
介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A

番号 質問項目 質問内容 回答

１ 介護予防重説と運営規程

２ 通所型サービスＡについて

設備基準の中に「食堂」と記載されているが、「食堂」
を設置していなければ、指定は受けられないのか。

緩和した基準による通所型サービスAの設備基準については、現行相当通所
サービスと同じであるため、食堂の設置は必要となります。
※現介護予防通所介護事業所同様、食事の提供に支障がない広さを確保で
き、かつ機能訓練の実施に支障がない広さを確保できる場合は同一の場所とす
ることができます。

平成28年12月中に更新の要支援２の利用者様につ
いては書類の作成は必要ありませんか。上記以外に
必要な資料があれば連絡いただきますか。よろしくお
願いします。

新規対象者を除く当市における総合事業への移行については、平成29年４月１
日以降、認定有効期間の終了日の翌日から順次移行することとしています。お
問合せのケースの場合、その方の認定有効期間が仮に平成29年12月31日であ
ればそれまでの間は従来どおり予防給付を受けることとなるため、新たな書類
の作成は要しませんが、平成30年1月以降については契約書・運営規定等の文
言の修正が必要となります。また、総合事業への移行にあたり、定款の提出を
求めることは予定していませんが、指定更新時には定款の提出をお願いするこ
ととなるため、ご留意いただきますようお願いします。
※定款変更の必要性等につきましては、それぞれの法人を所管する官公庁でご
確認をお願いします。

「本宮地域のおいて事業所を指定し実施することを想
定」と記載されているが、その他の地域での提供はな
いのか。また、その他の地域での提供があった場
合、それはどの地域なのか。

緩和した基準による通所型サービスAは平成29年度については現行相当通所
サービスの補完的なサービスとして位置づけており、本宮地域のみを対象としま
す。平成30年度以降については、平成29年度に策定する田辺市長寿プランにお
いて、実施方法等について検討を行うことを予定しています。

サービス提供時間に制限はないということを聞いた
が、１時間未満でも可能なのか。

現行の介護予防通所介護については特段サービス提供時間の制限はありませ
んがそれぞれの通所介護時間開所時間内において、地域包括支援センターが
作成する介護予防支援計画に基づき、必要な時間を確保したうえで適切なサー
ビス提供が行われているものと理解しています。
現在、本宮地域で実施している本事業では５時間程度のサービス提供を行って
おり、平成30年度以降の実施方法・単価等については、平成29年度に策定する
田辺市長寿プランにおいて検討を行うことになりますが、現行介護予防通所介
護同様総合事業移行後においてもサービス提供時間については地域包括支援
センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行
う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な用
時間の設定が行われるものと考えており、１時間未満のサービス提供時間を一
律に設定する事業者を指定することは想定していません。



介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A

番号 質問項目 質問内容 回答

３
予防相当通所サービスの1月の中の利
用回数

４
予防相当訪問型サービスの１月の中の
利用回数について

要支援１・２は１月の中で４回までと１月の中で５回か
ら８回までのサービスを行った場合とありますが、曜
日により、月５週ある月もあり、１月の利用回数が５
回から８回までになる場合があると思いますが、その
取扱いについて。

月当たりの回数については、利用者の状況に応じ、介護予防ケアマネジメントに
おいて決定され、実績に応じ請求いただくことになります。

要支援１で１月の中で５回から８回までのサービスを
行った場合もあると思いますが、上記のように９回か
ら１２回までのサービスになりうる場合も予想されま
す。この場合は要支援１では該当しないため８回まで
で抑える対応にしたら良いのでしょうか。

質問「予防相当通所サービスの1月の中の利用回数」回答と同様の考え方にな
ります。
ご質問の事例では要支援１の方で271単位×９回＝2,439単位となり包括単位の
要支援１の包括単位2,342単位を上回ることとなるため月の合計単位が包括単
位以下となるように回数を設定する必要があります。
※令和元年10月の単価改定に伴い、一部文面を修正

要支援１は１月の中で４回まで、要支援２は1月の中
で５回から８回までのサービスを行った場合とありま
すが、曜日によっては、月５週ある月もあり、１月の利
用回数が５回あるいは９回になることが予想されま
す。その場合の取扱いについて。

地域支援事業実施要綱（平成18年６月９日　老発第0609001号　最終改正平成
28年１月15日老発0 1 1 5 第１号）別記１第２ 事業内容(１) 介護予防・生活支援
サービス事業（法第１１５条の４５第１項第１号に基づく事業）(カ) 単価① 指定事
業者による実施の場合(a) 単価設定についてにおいて「旧介護予防訪問介護等
（注介護予防通所介護含む）に相当するサービスに係る第１号事業支給費の額
（以下「サービス単価」という。）は、市町村において国が定める額（旧介護予防
訪問介護等に係る単価（以下「介護予防訪問介護等の単価」という。））（別添１
に定める単位。以下同じ。）を上限として定めることとしており、市町村は、サー
ビス単価を設定するに当たって、訪問介護員等による専門的サービスであること
等を踏まえ、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定めること。
また、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス以外の指定事業者による
サービスに係る第１号事業支給費の額は、市町村において、旧介護予防訪問介
護等の単価を下回る額でふさわしい単価を定めることとしており、市町村は、
サービス内容や時間、基準等を踏まえ単価を定めること。なお、別添１のとおり、
月当たりの包括単位とする場合のほか、旧介護予防訪問介護等に相当する
サービスや旧介護予防訪問介護等に相当するサービス以外の指定事業者等に
よるサービスを組み合わせながら自立支援につなげられるよう、利用１回ごとの
出来高で定めることができるが、この場合、月の合計単位が包括単位以下とな
るようにすること。」
とされており、ご質問の事例では要支援１の方で380単位×５回＝1,900単位、要
支援２の方で391単位×９回＝3,519単位となり包括単位の要支援１の包括単位
1,655単位、要支援２の包括単位3,399単位を上回ることとなるため月の合計単
位が包括単位以下となるように回数を設定する必要があります。
※令和元年10月の単価改定に伴い、一部文面を修正

又、体調不良等の自己都合により、利用できなかっ
た週があった場合、翌週以降に繰越しての利用は可
能か。
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番号 質問項目 質問内容 回答

５ 総合事業移行 利用者への説明はいつ。

６ 訪問型サービス費Ⅴ及びⅥについて

7

8

9

要支援認定を受けている人の総合事業
への移行について

現在要支援認定を受け、平成２９年８月末まで認定
有効期間があって既にディサービスを受けている方
が、４月から新たに訪問介護を利用したい場合、この
方の訪問介護は、予防給付で計画をたてるのか、も
しくは第１号訪問事業として総合事業で計画をたてる
ことになるのか。

田辺市では、平成29年４月の認定更新の人から順次総合事業へ移行します。移
行した人から総合事業の請求を切り替えることとなっています。このことから、認
定有効期間のある８月末までは予防給付の対象者となり、４月から新規で受け
るサービスについても従来どおりの月額報酬となります。

現行相当の訪問型サービスにある短時
間サービスについて、

現行相当の訪問型サービスの中で、短時間サービス
を要支援２の方と事業対象者の方が利用可能である
が、基本利用料の上限額はあるのか。

前質問番号３で示ししているように、訪問型サービスの上限額の設定があり、要
支援２の包括単位3,715単位を上回って設定することが出来ません。短時間
サービスだけを利用する場合166単位×22回で3,652単位となるため、22回まで
の利用が可能です。ただし他の訪問型サービスの利用している場合は、全ての
訪問型サービスを加えた単価が3,715単位を下回るように設定して下さい。
※令和元年10月の単価改定に伴い、一部文面を修正

週のめぐりによって訪問回数が、９回以上となってし
まう時がある。要支援１の方は絶対に８回までにおさ
めなければならないのか。また、要支援２の方はⅥに
おいて１３回目は算定できないのか。

月当たりの回数については、利用者の状況に応じ、介護予防ケアマネジメントに
おいて決定されることになり、実績に応じ請求いただくことになります。

通所型サービス１回数及び２回数につ
いて

要支援１の方は５回目のサービス利用は算定できな
いのか。また、要支援２の方は、９回目のサービス利
用は算定できないのか。

質問「予防相当通所サービスの1月の中の利用回数」回答と同様の考え方にな
ります。

通所型サービス費について 要支援２の方が一月に利用できる回数は８回までと
なっているが、利用者の都合により利用回数が４回
だった場合、通所型サービス費２から通所型サービ
ス費１の単価に変更することになるのか。

通所型サービスは、利用者の状態によって単価設定がされています。そのため
要支援２の方は、通所型サービス費２の391単位で算定してください。
※令和元年10月の単価改定に伴い、一部文面を修正

現在担当の介護支援専門員がいらっしゃる方には、更新時期にあわせて周知を
する予定です。また全体的には「広報たなべ」「田辺市ホームページ」での周知
を予定していますが契約等の変更が伴うため、事業者の皆様から利用者の皆
様への説明は必要となります。

シルバー人材センターを指定
訪問生活支援員の資格、又はどの程度の研修で。人
材確保できるのか。もう少し早く説明会が出来なかっ
たのか。

無資格者については市が指定する６時間の講習を受講(研修は社会福祉協議
会が市の委託を受け実施）し、終了後、シルバー人材センターへ登録となりま
す。説明会実施については市の方針及び資料作成等のため説明会実施が遅れ
ました。



介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A

番号 質問項目 質問内容 回答

10 名称について

11

訪問介護事業所、通所事業所が各事業所の支援計
画を作成する場合、名称は「第一号訪問事業計画」
「第一号通所事業計画」でよいのか。

介護予防・日常生活支援総合事業移行に伴い、一部文言等の変更が必要とな
ります（説明会資料の38ページを参照）。定款や重要事項説明書及び運営規定
などは総合事業の移行により提供するサービスが変わるため、例えば「介護予
防訪問介護」は「（介護保険法に基づく）第1号訪問事業」に名称の変更が必要と
なります。それにかかる書類等においても、提供されるサービスにおいて変更が
必要かの判断を適切にしてください。

現行相当の訪問型サービスの加算にあ
る「初回加算」について

①要介護１で当事業所のサービスを受けておられた
ご利用者様が、６月１日から要支援２となり、６月１日
からは総合事業へ移行し、引き続き当事業所でサー
ビスを受けられることになった。介護予防訪問介護同
様、総合事業のサービス開始月に初回加算してもよ
いか

訪問型サービスの初回加算の算定について、同一事業所において実施してい
る介護予防訪問介護、介護予防訪問型サービス及び介護予防・生活支援サー
ビスについては同一のサービスとみなし、その他の要件については、介護予防
訪問型介護の報酬基準における初回加算の算定要件に準じて取り扱うものとし
ます。

訪問介護の利用者が要支援認定を受け、同一事業所において介護予防訪問型
サービスまたは介護予防生活支援サービスを開始した時
①⇒算定可
区分変更（要介護→要支援、要支援→要介護）、新規の方については初回加算
できる。

➁今まで要支援で介護予防訪問介護サービスを受
けておられたご利用者様が総合事業へ移行し同一
事業所でサービスを受ける場合、初回加算は算定可
能か。

②⇒算定不可
ただし、介護予防サービスから総合事業に移行した場合の初回加算について
は、過去２ケ月に当該指定訪問介護事業所から指定介護予防訪問介護の提供
を受けていない場合は算定できる。


